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研究成果の概要（和文）：本研究は、違法な捜査等により収集された証拠（第１次証拠）から派生するかたちで
獲得された証拠（派生証拠）の証拠能力につき、包括的な分析・検討を加えるものである。本研究は、派生証拠
という問題を介して、自白法則と違法収集証拠排除法則の理論的根拠や相互関係等について解明を試みたほか、
応用的な論点として、刑事免責制度や協議・合意制度の運用の在り方についても検討を加えるものであり、これ
らの問題群に関する一定の研究成果を論文等として公刊することができた。

研究成果の概要（英文）：This research project aims to analyze the admissibility of derivative 
evidence derived from illegally obtained original evidence. It explores the rationales of the 
confession rule and the exclusionary rule and their relationship. It also shed some light on the 
practice of newly introduced systems --- witness immunity and cooperation agreements.

研究分野： 刑事法学

キーワード： 派生証拠

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は、派生証拠という観点から、自白法則と排除法則の理論的根拠や相互関係等につき包括的な検討を加え
るものであり、先行研究には見られない学術的・社会的意義を有するものと考えられる。また、応用的な論点と
して、平成２８年の刑訴法改正により導入された刑事免責制度や協議・合意制度の運用の在り方についても検討
を加えるものであり、両制度に関する先行研究が必ずしも多くない状況のもと、新たな知見を提供するものとし
て、学術的・社会的意義を有するものと考えられる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 捜査においては、複数の手続が段階的に積み重ねられてゆくのが通常であるから、ある時点で
一定の手続が行われ、それにより証拠（第１次証拠）が収集された後、それを受けてさらなる手
続が行われる結果、さらなる証拠（派生証拠）が収集される、という経緯を辿る事例が多い。そ
して、この種の事例においては、被告人の有罪・無罪を判断するにあたり、派生証拠の証拠能力
の有無が決定的な争点となる場合も少なくない。 
 このため、派生証拠の証拠能力を、どのような理論的根拠のもと、どのような判断基準に即し
て検討すべきか、という問題は、学術的な観点からはもとより、現実の裁判実務においても、極
めて重要な問題である。 
 しかしながら、問題の重要性とは裏腹に、従来の我が国の裁判実務においては、裁判所は、派
生証拠の証拠能力に関する理論的根拠を十分に示さないまま、個々の事例につき適当と考える
判断基準を適宜適用するというアド・ホックな法解釈・法適用が行われる傾向が見受けられた
（判断基準それ自体が不明な場合も少なくない）。 
 また、従来の我が国の学説においても、第１次証拠の証拠能力に関する検討に多くの労力が割
かれる一方、派生証拠の証拠能力に関しては、幾つかの重要な先行研究を除き、必ずしも総合的・
包括的な検討が行われてきたとはいえない状況にある。そして、証拠法に関する他の問題と比較
すると、派生証拠の証拠能力という問題に照準を当てた比較法研究も、決して十分なものといは
いえなかった。 
 本研究は、このような学術的状況を打開するために企画されたものである。 
 
 
２．研究の目的 
 
 ある証拠の証拠能力の判断基準及びその理論的根拠は、証拠の種類・属性に応じて異なるもの
である以上、派生証拠の証拠能力についても、第１次証拠の種類・属性や第１次証拠との関係を
踏まえつつ、派生証拠の種類・属性に応じた検討が必要となる。 
 これを踏まえると、派生証拠の証拠能力を検討するにあたっては、証拠の種類・属性（物的証
拠と供述証拠〔多くの場合は自白が問題となる〕のいずれに当たるか）に応じて、以下の４つの
類型に区別・整理することが有益と思われる 
 ①第１次証拠が物的証拠、派生証拠も物的証拠である場合（「物－物」類型） 
 ②第１次証拠が物的証拠、派生証拠が供述証拠（自白）である場合（「物－供」類型） 
 ③第１次証拠が供述証拠（自白）、派生証拠も供述証拠（自白）である場合（「供－供」類型） 
 ④第１次証拠が供述証拠（自白）、派生証拠が物的証拠である場合（「供－物」類型） 
 本研究は、これらの４つの類型につき、各々の類型における証拠能力の具体的な判断基準及び
その理論的根拠を再検討するとともに、各々の類型の相互関係を再整理することにより、４つの
類型全体に関する統合的・包括的な視座を提供し、派生証拠の証拠能力に関して今後採用される
べき具体的な判断基準及びその理論的な根拠を提示することを目指す。 
 
 
３．研究の方法 
 
 前記２のとおり、本研究は、前記の４つの類型につき、各々の類型における証拠能力の具体的
な判断基準及びその理論的根拠を再検討するとともに、各々の類型の相互関係を再整理するこ
とにより、４つの類型全体に関する統合的・包括的な視座を提供し、派生証拠の証拠能力に関し
て今後採用されるべき具体的な判断基準及びその理論的な根拠を提示することを目指すもので
ある。 
 また、派生証拠の証拠能力を論ずるための前提として、ある証拠がそもそも派生証拠に当たる
か否か（第１次証拠との間の因果関係・派生関係が認められるか否か）という問題もあることか
ら、本研究は、派生証拠該当性を判断するための判断基準及びその理論的な根拠を提示すること
も、併せて目指すことになる。 
 このような目的を達成するための手段・方法として、本研究は、派生証拠の証拠能力という問
題を巡り、日本法の現状及びその前提をなす歴史的展開に加えて、我が国の証拠法の全体に大き
な影響を及ぼしてきたアメリカ法及びイギリス法の現状と歴史的展開を網羅的に分析・検討す
る。分析・検討の対象となる第１次的な資料は、この問題を扱う判例・裁判例であり、第２次的
な資料は、この問題に関する従来の学説（研究者・実務家による著書、論文、判例評釈等）であ
る。 
 
 



４．研究成果 
 
 個々の年度の研究成果の詳細については、各年度の「研究実施状況報告書」及び最終年度の「研
究実績報告書」のとおりであるため、ここでは、研究期間の全体を通した研究成果を総括する。 
 研究機関の全体を通じて、申請時に提出した研究計画に従い、派生証拠の証拠能力という観点
から、違法収集証拠排除法則及び自白法則の適用が問題となった判例・裁判例の分析・検討を進
めた。また、派生証拠に関する応用的な論点を含みうる事例群として、刑事免責制度（刑訴法１
５７条の２，３）が適用された事例群と協議・合意制度（刑訴法３５０条の２以下）が適用され
た事例群に関する分析・検討も併せて行った。 
 これらの研究成果のうち、刑事免責制度及び協議・合意制度に関する成果ついては、最終年度
に論文を公刊することができた。他方、違法収集証拠排除法則及び自白法則の適用が問題となっ
た判例・裁判例の分析・検討については、全体像を構築するには至っているものの、分析・検討
の対象となる事例の数が極めて多い（数百件に及ぶ）こともあり、現段階では、包括的なかたち
で研究成果を公刊するに至っていない。例えば、最終年度に公刊した論考は、自白法則と排除法
則の双方の適用が問題となった事例につき詳細な検討を加えたものであるが、当該事案に特化
した（本研究の全体からすれば）個別的・断片的な検討を行っているにとどまる。自白法則と排
除法則の適用が問題となった事例群に関する分析・検討は、本研究のいわば本体をなすものであ
ることから、速やかに研究成果の公刊を目指すことにしたい。 
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